
証券コード 4445

第 19 期

定時株主総会
招 集 ご 通 知

日 時

2022年12月23日（金曜日）午後２時
（受付開始は午後１時30分を予定しております）

決議事項

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　 取締役（監査等委員である者を

除く。）３名選任の件
第３号議案　 監査等委員である取締役３名選

任の件
第４号議案　会計監査人選任の件

場 所

東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
東京証券会館９階

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）



代表取締役社長

川合 大無

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を
賜り厚く御礼を申し上げます。
　第19期は「成長投資の結実フェーズ」と
して、投資効果を最大限実現させるべく、３
つの重点施策に取り組んでまいりましたが、
クライアント数、ARPU （クライアントあた
り月間平均営業収益）が想定より進捗せず、
減収増益となりました。
　第20期につきましては、第19期で掲げた
３つの重点施策に、第19期の課題解決の施
策を新たに２つ追加し、「継続チャレンジ
フェーズ」として、株主の皆様のご期待に沿
えるべく企業価値の向上に取り組んでまいり
ますので、よろしくお願い申し上げます。

【第19期の主な取り組み事項】

クライアント数の増大
✓　 主力である『リビンマッチ』不動産売却領域のクライ

アント数を増加させる。
　→　クライアント数は増加するも、期首想定を下回る

サービスの拡充
✓　 新ビジネスを開発し、「不動産査定」に次ぐ、第２の収

益の柱を作る。
　→　新サービスはリリース済、20期での収益化を目指す

M&A・事業提携
✓　 不動産DXの未着手領域への進出のため「M＆A」「事業

提携」を推進する。
　→　成約までは至らず

第19期は更なる成長を目指し３つの重点 
施策に注力、第20期は組織体制を一新し、
５つの重点施策に全力で取り組む年度と 
位置づけ、株主の皆様のご期待に応えて 
まいります。
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株主の皆様へ



１ クライアント数の増大
クライアント数をさらに増大させる
・主力の「不動産売却領域」のクライアント数増加は、１丁目１番地
・新サービスのクライアントの増大

２ 新サービスの収益化
新サービスの収益化をはかる
・外壁塗装マッチングサービス『ぬりマッチ』
・VR住宅展示場『メタ住宅展示場』

３ M&Aの成約
M&Aの成約を実現する
・事業領域の拡大
・新しい収益源の創出

４ 粗利フォーカス
高い粗利を実現する仕組みを作る
・WEBマーケティング効率の改善
・粗利の高い商材の積極営業

５ 組織の改編
上記施策を実現できる体制に再編成する
・全部門を代表取締役の直下に置く
・部門の増設により専門性を高め、業務遂行力を強化

事業規模

時間軸現時点

■不動産DXサービス
業務管理システム、DX領域へ進出

■マッチングサービス　　※主に新サービス
外壁塗装、VR住宅展示場、土地活用、賃貸管理

■マッチングサービス
不動産売却領域をさらに拡大させ、圧倒的No.１へ

領域３「不動産DX」の拡大

領域２「非不動産売却」の拡大

領域１「不動産売却」の拡大
不動産売却

不動産買取

任意売却

リースバック

SMS追客

査定書作成

Eラーニング

賃貸管理

リノベーション

外壁塗装

住宅展示場

土地活用

③
Ｍ
＆
Ａ

②
新
サ
ー
ビ
ス

　
の
収
益
化

④
粗
利
フ
ォ
ー
カ
ス

⑤
組
織
改
編

①
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
数
の
増
大

サービス ５つの重点施策

不動産DX日本最大の巨人
へ向けた３つの領域拡大と５つの重点施策
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重点施策



3,242,983
3,029,520

1,872,935

 2,444,396

第16期 第19期第18期第17期

148,071

380,484

260,816

9,404

第16期 第19期第18期第17期

88,741

235,425

170,757

5,389

第16期 第19期第18期第17期

66.19

175.35

134.34

4.03

第16期 第19期第18期第17期

1,848,832

900,964

2,008,437

1,288,840

1,863,859

第16期 第19期第18期第17期

668.55

843.81

600.42 602.94

第16期 第19期第18期第17期

1,143,251

800,722 807,942

（単位：千円）営業収益 （単位：千円）経常利益 （単位：千円）当期純利益

（単位：円）１株当たり当期純利益 （単位：千円）純資産／総資産 （単位：円）１株当たり純資産額
総資産純資産

● 営業利益、経常利益、当期純利益は過去最高を更新したものの、営業収益は、通期予想を下回りました。

● 着実な事業成長を続けているものの、クライアント数、ARPU（クライアントあたり月間平均営業収益）が想

定より進捗せず、営業収益、段階利益において通期予想には届きませんでした。

（注） 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る各数値
については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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招集ご通知

証券コード　4445
2022年12月７日

株　主　各　位
東京都中央区日本橋堀留町一丁目８番12号
リビン・テクノロジーズ株式会社

代表取締役社長 川 合 大 無

１．日 時 2022年12月23日（金曜日）午後２時
２．場 所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号　東京証券会館９階
３．目 的 事 項
報 告 事 項 第19期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）事業報告及び計算書類

報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 会計監査人選任の件

第19期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第19期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当日のご出席については慎重にご判断いただ
き、ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記
の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2022年12月22日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し
上げます。

敬　具
記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申し上げます。
◎本招集ご通知において提供すべき書類のうち、計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及
び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.lvn.co.jp/）
に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。従いまして、本定時株主総会招
集ご通知提供書面に記載している計算書類は、会計監査人または監査等委員会が会計監査報告また
は監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネ
ット上の当社ウェブサイト（https://www.lvn.co.jp/）に掲載させていただきます。
◎株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いた
だき、くれぐれもご無理をなされませぬようお願いいたします。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

(2021年10月１日から
2022年９月30日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当社を取り巻くインターネット業界、インターネット広告市場においては、スマートフ
ォンを中心としたモバイルインターネットの普及とSNS（ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス）の拡大により、引き続き順調な成長が見込まれております。当事業年度に
おけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種率の向上や行動制限緩
和の取組が進み、経済活動は持ち直しの動きが見られました。コロナ禍に対応する不動産
業界の動きとして、業界横断的にデジタルトランスフォーメーション(DX)の機運の高まり
が継続し、成長加速に向けた取り組みが各所に見られます。当社は「住生活領域における
社会問題をテクノロジーの力で解決する」を使命とし、「人々の生活に密着した手放せな
いサービスを提供し、世の中に必要不可欠な企業になる」ことを目標に、住生活領域にお
いてマッチングサービスとDXサービスを両軸とした不動産プラットフォーム事業を展開
しております。当社事業は、中古不動産流通や既存建物に関連する市場の拡大に寄与し、
不動産・住宅関連会社の業務効率化を推進する「住生活領域における持続可能な社会を実
現するプラットフォーム」となることを目指しております。
　このような状況のもと、当社は、2022年９月期を「成長投資の結実フェーズ」とし、
投資効果を最大限実現させられるよう「クライアント数の増大」「サービスの拡充」「Ｍ
＆Ａ・事業提携」の３つの重点施策に取り組んでまいりました。「サービスの拡充」施策
につきましては、「不動産売却査定」に次ぐ、第２の収益の柱を作るべく、新サービスを
続々リリースしました。2021年9月に外壁塗装の比較サイト『ぬりマッチ』、2021年12
月に『リビンマッチ』クライアント用スマホアプリ、2022年2月にAI不動産査定書作成サ
ービス 『ターボ査定』及び不動産ビジネスツール比較サイト 『不動産ビジネスバン
ク』、2022年8月にVRバーチャル住宅展示場『メタ住宅展示場』をリリースしました。
「Ｍ＆Ａ・事業提携」施策につきましては、不動産DXの未着手領域への進出を加速させ
るため、M&A案件の発掘に継続して取り組んでおります。
　この結果、当事業年度の経営成績は、営業収益3,029,520千円（前期比6.6％減）、営
業利益379,683千円（前期比172.5％増）、経常利益380,484千円（前期比157.0%

－ 5 －
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

増）、当期純利益235,425千円（前期比165.3%増）となりました。

②　設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は6,155千円であります。

③ 資金調達の状況
　当事業年度中は、資金調達は行っておりません。

区 分 第 16 期
(2019年９月期)

第 17 期
(2020年９月期)

第 18 期
(2021年９月期)

第 19 期
(当事業年度)

(2022年９月期)

営 業 収 益(千円) 1,872,935 2,444,396 3,242,983 3,029,520

経 常 利 益(千円) 260,816 9,404 148,071 380,484

当 期 純 利 益(千円) 170,757 5,389 88,741 235,425

１株当たり当期純利益 (円) 134.34 4.03 66.19 175.35

総 資 産(千円) 1,288,840 1,863,859 1,848,832 2,008,437

純 資 産(千円) 800,722 807,942 900,964 1,143,251

１株当たり純資産額 (円) 600.42 602.94 668.55 843.81

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度
の期首から適用しており、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値
となっております。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
　該当事項はありません。

⑷ 対処すべき課題
① 既存サービスにおける持続的な成長
　当社は、「不動産プラットフォーム事業」として、不動産バーティカルメディア『リビンマ
ッチ』を軸に不動産・住宅業界に特化したサービスを提供しております。当社が今後も継続的
に成長していくためには、エンドユーザー及びクライアント企業のニーズを把握し、『リビン
マッチ』の魅力、認知度を向上させることで、オーガニック経由の集客を強化し、広告の費用
対効果と利益率を向上させることが重要であると認識しております。
　この課題に対応するため、当社ではこれまでWEBマーケティングの内製化によりノウハウ
を蓄積してまいりました。また、今後の持続的な成長のためには、営業人員の生産性の向上、
ソリューション営業力の強化等により新規クライアント数を増加させることが重要と認識して
おります。今後も『リビンマッチ』のコンテンツ及びサービスメニューの拡充による利便性向
上等、エンドユーザー及びクライアント企業から選ばれるサービスを提供してまいります。
　また、2021年にサービスを開始した『ぬりマッチ』、2022年にサービスを開始した『メ
タ住宅展示場』に関しましても、規模拡大が急務であります。『リビンマッチ』で蓄積したノ
ウハウを最大限活用し、一刻も早い認知度向上、収益拡大に努めてまいります。

② 新規サービスの開発
　現在、当社は不動産・住宅業界に特化して不動産プラットフォームサービスを提供しており
ますが、当社のサービス提供領域以外においても、不動産テックによるサービスは続々と実用
化され、不動産業界全体に大きな変革をもたらしていくものと考えられます。
　当社では、「インターネットサービスを利用して、人々の生活に密着した手放せないサービ
スを提供し、世の中に必要不可欠な企業になる」という企業理念を実現し、企業価値及び株主
価値の向上を目指すために、今後もエンドユーザー及びクライアント企業から支持される新規
サービスを開発してまいります。

－ 7 －
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

③ 内部管理体制の強化
　当社は成長段階にあり、業務運営の効率化やリスクマネジメントのための内部管理体制の強
化が重要な課題であると認識しております。このため、業務の整理を推進して効率化を図ると
ともに、事業等のリスクを適切に把握・対処し、コンプライアンスを重視した経営管理体制に
重点をおくことで、経営の公平性や透明性を確保し、内部管理体制の強化に取り組んでまいり
ます。

④ 優秀な人材の確保と組織体制の強化
　当社は、今後の更なる事業拡大のためには、優秀な人材の確保及び当社の成長に応じた組織
体制の強化が重要な課題であると認識しております。
　人材の確保においては、主に中途採用を実施しており、将来の幹部候補として、当社の求め
る資質を兼ね備えつつ、企業風土にあった人材を登用する方針であります。
　また、個々のチーム・従業員が最大限のパフォーマンスを出せるよう、教育体制の整備を進
め、人材の定着と能力の底上げを行っていくことで、組織体制の強化に取り組んでまいりま
す。

⑤ システムの安定性の確保
　当社の運営する不動産バーティカルメディア『リビンマッチ』は、インターネット上でサー
ビスを提供しているため、システムの安定稼働の確保は必要不可欠であります。このため、人
員の拡充や、サーバーの増設等の設備投資を継続的に行うことで、システムの安定性の確保に
努めてまいります。

⑸ 主要な事業内容（2022年９月30日現在）
当社は、不動産サービスの比較サイト『リビンマッチ』の運営を中心とした不動産プラットフ
ォーム事業を主な事業とし、併せて、これらに附帯する一切の事業を営んでおります。
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主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

本社 東京都中央区日本橋堀留町一丁目８番12号　ホウライ堀留ビル８階

本社第２オフィス 東京都中央区日本橋人形町三丁目６番７号　人形町共同ビル５階

名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区錦三丁目６番35号　WAKITA名古屋ビル９階

大阪オフィス 大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目６番８号　御堂筋ダイワビル12階

福山オフィス 広島県福山市霞町一丁目１番24号　福山ビル12階

福岡オフィス 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目４番４号　東京建物博多ビル10階

⑹ 主要な営業所（2022年９月30日現在）

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

86名 （20名） ９名増 31.3 2.5

⑺ 従業員の状況（2022年９月30日現在）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む。）は、最近１年間の平均人員を
（　）内に外数で記載しております。

借　入　先 借　入　額（千円）

株式会社みずほ銀行 155,000

株式会社三井住友銀行 87,368

株式会社りそな銀行 39,564

株式会社三菱UFJ銀行 15,014

⑻ 主要な借入先の状況（2022年９月30日現在）

⑼ その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 9 －
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株式の状況

２. 株式の状況（2022年９月30日現在）
⑴ 発行可能株式総数 4,000,000株
⑵ 発行済株式の総数 1,343,488株
⑶ 株主数 740名

株　主　名 持　株　数（株） 持　株　比　率（％）

川合　大無 547,700 40.76

川合商会株式会社 400,000 29.77

東京短資株式会社 39,000 2.90

株式会社SBI証券 34,369 2.55

楽天証券株式会社 31,300 2.32

山田　雄太 20,000 1.48

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 10,200 0.75

今　秀信 10,000 0.74

高澤　一輝 9,000 0.66

東海東京証券株式会社 4,700 0.34

⑷ 大株主

（注）持株比率は、自己株式（22株）を控除して計算しております。

－ 10 －
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第 5 回 新 株 予 約 権 第 6 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2018年５月23日 2021年2月12日

新 株 予 約 権 の 数 70個　 24個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 280株
(新株予約権１個につき 4株)　

普通株式 2,400株
(新株予約権１個につき 100株)　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要
しない １個につき　900円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 2,772円
(１株当たり 693円)　

新株予約権１個当たり 278,900円
(１株当たり 2,789円)　

権 利 行 使 期 間 2020年５月24日から
2028年５月23日まで

2023年１月１日から
2031年２月28日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）２

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員及び社外
取 締 役 を 除 く ）

―
新株予約権の数 24個
目的となる株式数 2,400株
保有者数 2名　

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

新株予約権の数 70個
目的となる株式数 280株
保有者数 1名　

―

３. 新株予約権等の状況
⑴ 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約
権の状況

（注）１. 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当

社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または社外協力者の地位を有していなければならな
い。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

２. 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、2022年９月期から2023年９月期までのいずれかの期において、当社の有価証券

報告書における当社の損益計算書（連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書）に記載さ
れた営業利益が、500百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参
照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて
指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会に
て定めるものとする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役また

－ 11 －
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第 7 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2021年2月12日

新 株 予 約 権 の 数 9個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 900株
(新株予約権１個につき 100株)　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 １個につき　900円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 278,900円
(１株当たり 2,789円)　

権 利 行 使 期 間 2023年１月１日から
2031年２月28日まで

行 使 の 条 件 （注）3

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員及び社外
取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数 9個
目的となる株式数 900株
保有者数 2名　

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） ―

は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると
取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

（注）3. 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「受託者」という。）は、本新株予約権を行使することがで

きず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者（以
下、「本新株予約権者」という。）のみが本新株予約権を行使できることとする。

②新株予約権者は、2022年９月期から2023年９月期までのいずれかの期において、当社の有価証券
報告書における当社の損益計算書（連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書）に記載さ
れた営業利益が、500百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。なお、参
照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて
指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会に
て定めるものとする。

③新株予約権者は、本新株予約権を行使する時において、当社もしくは当社関係会社の取締役もしくは
従業員または顧問もしくは業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退
職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

－ 12 －
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⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

⑶ その他新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

－ 13 －
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会 社 に お け る 地 位 氏　名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 川 合 大 無

取締役 小 櫻 耕 一 不動産プラットフォーム事業本部長兼不動産
メディア部長

取締役 金 木 宏 之 管理本部長
株式会社インターアクション社外取締役

取締役（常勤監査等委員） 井 田 英 明 株式会社BOOKWELL代表取締役

取締役（監査等委員） 長 富 一 勲
長富一勲公認会計士事務所所長
株式会社アイドママーケティングコミュニケーシ
ョン社外取締役

取締役（監査等委員） 大 下 徹 朗 スマートニュース株式会社Director

４. 会社役員の状況
⑴ 取締役の状況（2022年９月30日現在）

（注）１. 2022年10月１日付けで、取締役小櫻耕一氏はインサイドセールス部長、取締役金木宏之氏は管理部
長にそれぞれ就任いたしました。

２. 取締役井田英明氏、長富一勲氏及び大下徹朗氏は、社外取締役であります。
３. 取締役長富一勲氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。
４. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員である者を除く。）からの情

報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門等と監査等委員会との十分な連携を
可能とすべく、常勤監査等委員を選定することとし、監査等委員会の決議により、井田英明氏が常勤
監査等委員に選定されております。

５. 当社は、社外取締役井田英明氏及び長富一勲氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。

⑵ 責任限定契約の内容の概要
　当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各監査等委員である取締役がその職務執行につき
善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低限度額としております。

－ 14 －
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⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保

険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保
険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関して責任を負
うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険
契約により保険会社が塡補するものであり、１年毎に契約更新しております。

なお、当該保険契約では当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免
責事項としており、また、塡補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執
行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

次回更新時には同内容での更新を予定しております。

⑷　役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を 除く。以下「取締役」とい

う。）の個人別の報酬額等の内容にかかる決定方針を決議しております。公正かつ透明性の高い
手続きを確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために、代表取締役社長（川合
大無氏）及び監査等委員である社外取締役２名（井田英明氏、長富一勲氏）より構成される報酬
諮問委員会を設置しており、取締役（監査等委員を除く。）の報酬額については、株主総会で承
認された総額の範囲内で報酬諮問委員会における審議を経たうえで取締役会において決定してお
ります。

　ａ．基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、その報酬額は役位、役割、貢献度等に応じ

て、業容の変化や報酬水準の情勢等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
　ｂ．業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬等は、毎年一定の時期に、業績及び貢献度を考慮して支給の有無を決定し、支給
する場合には、その他、役位、役割、業容の変化や報酬水準の情勢等をも考慮しながら、総合的
に勘案して支給額を決定しております。

　ｃ．非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、中期的な業容拡大と企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするた

め、新株予約権及び時価発行新株予約権信託等を用いることにより、当社への貢献度に応じて、
都度定める新株予約権の交付ガイドラインに従って新株予約権を分配しております。

－ 15 －
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ｄ．報酬等の割合に関する方針
報酬等の割合については（業績連動報酬等を除く）、当社と同程度の事業規模や関連する業

種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、決定しております。なお、業績
連動報酬等は、業績が計画を大幅に上回った場合、取締役個人の貢献度が著しく高い場合に限り
支給することがあるものとし、支給する場合の報酬割合については、業績及び貢献度等を総合的
に勘案の上、上記の決定方針に準じて、決定しております。
ｅ．報酬等の決定の委任に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき報酬諮問委員会がその具体的内容について
委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の
業績を踏まえた業績連動報酬等の評価配分としております。報酬諮問委員会の委員は、代表取締
役社長（川合大無氏）及び監査等委員である社外取締役２名（井田英明氏、長富一勲氏）より構
成されており、当社全体の業績を俯瞰しつつ、社外取締役である委員の客観的な視点も取り入れ
て適切な判断が可能であると考えております。

なお、非金銭報酬等は、取締役会で取締役個人別の割当数を決議しております。

－ 16 －
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区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
員数

（名）基本報酬
業績連動報酬

等
非金銭報酬

等

取締役（監査等委員を除
く。） 72,645 72,645 － － 3

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

13,200
(13,200)

13,200
(13,200)

－
(－)

－
(－)

3
(3)

合　計
（うち社外取締役）

85,845
(13,200)

85,845
(13,200)

－
(－)

－
(－)

6
(3)

⑸ 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2018年12月27日開催の第15期定時株主総会にお
いて、年額250百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議しております。当該株主総
会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は、３名（うち、社外取締役は０名）です。

２. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2019年12月20日開催の第16期定時株主総会において、年
額20百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名
（うち、社外取締役は３名）です。

３. 取締役の個別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬諮問委員会による前記「⑷　役員報酬等の内
容の決定に関する方針等」との整合性を含めた多角的な検討が行われているため、取締役会は、上記
の当事業年度に係る取締役の個人別の内容は当該方針に沿うものであり、相当であると判断しており
ます。

－ 17 －
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
（常勤監査等委員） 井 田 英 明

当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会14回
のすべてに出席いたしました。
ベンチャー企業の成長支援、資本政策などを含む経営コンサ
ルティング業務に数多く携わった経験及びその見識に基づ
き、社外の公正・客観的な立場から適宜発言を行っておりま
す。

社外取締役
（監査等委員） 長 富 一 勲

当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会14回
のすべてに出席いたしました。
主に財務・会計等に関し、公認会計士としての専門的見地か
らの分析・評価に基づき、社外の公正・客観的な立場から適
宜発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 大 下 徹 朗

当事業年度に開催された取締役会14回、監査等委員会14回
のすべてに出席いたしました。
主にインターネット業界における経営者としての豊富な知見
と幅広い見識に基づき、社外の公正・客観的な立場から適宜
発言を行っております。

⑹ 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役（常勤監査等委員）井田英明氏は、株式会社BOOKWELLの代表取締役であります。
当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
　取締役（監査等委員）長富一勲氏は、長富一勲公認会計士事務所の所長であり、株式会社ア
イドママーケティングコミュニケーションの社外取締役であります。当社と各兼職先との間に
は特別の関係はありません。
　取締役（監査等委員）大下徹朗氏は、スマートニュース株式会社の社員であります。当社と
兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 23,000千円

５. 会計監査人の状況
⑴ 名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

⑵ 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

⑶ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監
査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査
人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑷ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（a）取締役及び使用人がコンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務

執行を行うため、コンプライアンス管理規程を制定し、その周知徹底を図ります。
（b）代表取締役直轄の内部監査担当を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等

について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査等委員に報告します。ま
た、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度
を構築、運用します。

（c）反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応す
るため、反社会的勢力対策規程を制定し、その周知徹底を図ります。

（d）取締役会は、法令や諸規則に基づく適法性及び経営判断に関する妥当性を確保するべく、業
務執行の決定と取締役の監督を行います。

（e）監査等委員会は、独立した立場から法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行を監督・
監査します。

（f）取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象とします。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（a）取締役の職務執行に係る文書及び情報については、文書管理規程及び情報セキュリティ管理

規則に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行いま
す。

（b）取締役及び監査等委員は、必要に応じて（a）の文書等を閲覧できるものとします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（a）取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握、評価及び管理し、統合的にリスク管理を

行うことでリスクの顕在化の防止、損失の最小化を図ります。
（b）不測の事態が発生した場合には、管理部門を管掌する取締役を対応責任者とし、リスクの内

容に応じて顧問弁護士や外部の専門機関等と連携して、損失を最小限に抑えるため、迅速か
つ適切に対応します。

（c）経営全般に係るリスク管理を行うために、リスク管理規程、コンプライアンス管理規程を定
め、内部監査担当により、それぞれ規程の整備、運用状況の確認を行います。

（d）取締役及び主要な使用人で構成する経営会議により、コンプライアンス、リスクマネジメン
ト、情報セキュリティについて検討することにより、迅速な危機管理体制を構築できるよう
に努めます。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（a）取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、毎月１回の定時開催及び必要に応じて

随時開催します。
（b）取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的かつ迅速に職務を執行

します。
（c）業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等、各種社内規程を定めることにより、責任の範囲

及び権限を明確化し、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保します。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑤ 監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項及びその使用人の取締役（監査等委員である者を除く。）からの独立
性に関する事項

（a）監査等委員である取締役は、監査等委員である取締役を補助すべき使用人を置くことを、取
締役会に求めることができます。

（b）監査等委員である取締役を補助すべき使用人は、監査等委員である取締役の指揮命令に服
し、取締役（監査等委員である者を除く。）の指揮命令系統から独立しております。

（c）監査等委員である取締役を補助すべき使用人の人事に関しては、監査等委員会の同意を必要
としております。

⑥ 取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人が監査等委員である取締役に報告するた
めの体制その他監査等委員である取締役への報告に関する体制

（a）取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人は、法令に違反する事実、会社に重大な
影響を及ぼすおそれのある事実等を発見したときには、監査等委員である取締役に対して、
当該事実に関する事項を速やかに報告するものとします。

（b）取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人は、監査等委員である取締役の要請に応
じ、速やかに職務執行の状況等を報告するものとします。

（c）監査等委員への報告を行った取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人に対し、当
該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑦ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執
行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

（a）監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかにこ
れに応じることとします。

⑧ その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（a）監査等委員である取締役は、定期的に代表取締役と意見交換を行います。また、必要に応じ

て他の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行います。
（b）監査等委員である取締役は、社内の重要会議に出席し、意見を述べることができるものとし

ます。また、必要に応じて、監査法人や弁護士などの外部の専門家と意見交換を行い、助力
を得ることができるものとします。

（c）監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当と、会社の監査に関して定期的に意見交換を
行うなどして緊密な連携を図ります。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
（a）財務報告に係る内部統制の役割の重要性を強く認識し、信頼性のある財務報告を行うのに必

要な知識、技術を有する使用人を配置します。
（b）会計基準その他の法令を遵守し、経理規程等を整備して適切な会計処理を行うとともに、一

般に公正妥当と認められる基準に従い、内部統制の整備、運用の評価を定期的に実施し、業
務改善を継続的に行います。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
　当社は、上記の内部統制システムの整備を行い、取締役会及び経営会議において継続的に経営
上の新たなリスクについて検討しております。それらにより、必要に応じて、社内の諸規程及び
業務の見直しを実施し、内部統制システムの実効性を向上させております。
　また、監査等委員会は、経営に重大な影響を及ぼすリスクについて適切に対応しているか、業
務執行を行う取締役に適時確認しており、その検証結果は監査等委員会において情報共有し、必
要に応じて代表取締役に報告しております。

－ 24 －



2022/11/28 11:17:11 / 22903838_リビン・テクノロジーズ株式会社_招集通知

剰余金の配当等の決定に関する方針

７. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。しかしな
がら、現在当社は成長拡大の過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開の
ために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた投資に充当することで、更な
る事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
　このことから、創業以来配当は実施しておらず、現時点において配当の実施及びその時期等に
ついては未定でありますが、将来的には、財政状態、経営成績、事業計画等を勘案し、株主への
利益還元策を決定していく所存であります。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
車 両 運 搬 具
器 具 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
商 標 権

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

1,854,308
1,279,834
488,497
91,948
2,614
△8,586

154,128
8,272
6,540
483
1,248
8,928
7,969
959

136,928
19,579
1,501
33

32,163
85,151
△1,501　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 719,082
買 掛 金 4,925
１年内返済予定の長期借入金 150,842
未 払 金 273,041
未 払 費 用 97,281
未 払 法 人 税 等 135,528
未 払 消 費 税 等 37,976
前 受 金 15,577
ポ イ ン ト 引 当 金 366
預 り 金 3,541

固 定 負 債 146,104
長 期 借 入 金 146,104

負 債 合 計 865,186
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,133,631
資 本 金 194,260
資 本 剰 余 金 163,260
資 本 準 備 金 163,260

利 益 剰 余 金 776,213
そ の 他 利 益 剰 余 金 776,213
繰 越 利 益 剰 余 金 776,213

自 己 株 式 △103
新 株 予 約 権 9,619
純 資 産 合 計 1,143,251

資 産 合 計 2,008,437 負 債 純 資 産 合 計 2,008,437

貸　借　対　照　表
（2022年９月30日現在）

（単位：千円）

（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 26 －
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損益計算書

(2021年10月１日から2022年９月30日まで)
科 目 金 額

営 業 収 益 3,029,520
営 業 費 用 2,649,836
営 業 利 益 379,683
営 業 外 収 益
受 取 利 息 14
有 価 証 券 利 息 245
雑 収 入 2,863
そ の 他 397 3,521

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,300
投 資 事 業 組 合 運 用 損 1,420 2,720

経 常 利 益 380,484
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 109 109

税 引 前 当 期 純 利 益 380,375
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 156,531
法 人 税 等 調 整 額 △11,581 144,950
当 期 純 利 益 235,425

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 27 －
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株主資本等変動計算書

(2021年10月１日から2022年９月30日まで)
（単位：千円）

株 主 資 本

新株予約権 純資産
合計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 193,829 162,829 162,829 540,788 540,788 △103 897,344 3,620 900,964

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 431 431 431 862 862

当 期 純 利 益 235,425 235,425 235,425 235,425
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 5,998 5,998

当 期 変 動 額 合 計 431 431 431 235,425 235,425 ー 236,287 5,998 242,286

当 期 末 残 高 194,260 163,260 163,260 776,213 776,213 △103 1,133,631 9,619 1,143,251

（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

－ 28 －
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年12月１日

リビン・テクノロジーズ株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 堀 越 喜 臣
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 萩 原 靖 之

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、リビン・テクノロジーズ株式会社の2021
年10月１日から2022年９月30日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告

－ 29 －
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2021年10月１日から2022年９月30日までの第19期事業年度における取締
役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決
議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会
社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に
関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において
業務及び財産の状況を調査しました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたし
ました。

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

監査等委員会の監査報告

－ 31 －
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監査等委員会の監査報告

監査等委員（常勤） 井 田 英 明 ㊞
監査等委員 長 富 一 勲 ㊞
監査等委員 大 下 徹 朗 ㊞

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年12月１日
リビン・テクノロジーズ株式会社　監査等委員会

（注）監査等委員井田英明、長富一勲及び大下徹朗は、会社法第２条第15号及び第331条第
６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書

類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載
または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に
定めるところに従いインターネットを利用する方法
で開示することにより、株主に対して提供したもの
とみなすことができる。

（削　　除）

株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件
１. 提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、
次のとおり定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが
義務付けられたことから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものでありま
す。

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を
請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定すること
ができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものでありま
す。

(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものでありま
す。

(4) 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経
過後に削除するものといたします。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 33 －
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案
（電子提供措置等）

（新　　設） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書
類等の内容である情報について電子提供措置をと
る。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令
で定めるものの全部または一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付
する書面に記載することを要しないものとする。

（附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

（新　　設） 第１条 2022年９月１日から６か月以内の日を株主総会の
日とする株主総会については、定款第15条（株主
総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供）は、なお効力を有する。

２ 本条の規定は、2022年９月１日から６か月を経過
した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過し
た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

－ 34 －
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取締役選任議案

候補者番号

1 か わ

川
 

 
い

合
 

　
だ い

大
 

 
む

無（1975年７月26日生） 所有する当社の株式数………… 547,700株　　

再 任
　

［略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
    1998年    4 月 ニチモウ㈱　入社
    2000年    7 月 バリューコマース㈱　入社
    2003年    2 月 ㈱サイバーエージェント　入社　

    2004年    1 月 当社設立　代表取締役社長就任
（現任）　

取締役候補者とした理由
当社の創業者であり、インターネット広告業界における豊富な知識と経験に基づき、代表取締役として
長年にわたって経営の指揮を執り企業価値の向上に貢献してきたことから、引き続き取締役候補者とし
ております。

　
候補者番号

2 こ

小
 

 
ざ く ら

櫻
 

　
こ う

耕
 

 
い ち

一（1974年６月26日生） 所有する当社の株式数………… 3,268株　　

再 任
　

［略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
    1993年    4 月 日立マクセル㈱　入社
    2000年    10月 ㈱イード　入社
    2005年    4 月 ㈱ネットマイル　入社
    2012年    2 月 ㈱ウイング　入社
    2014年    8 月 当社入社
    2014年    10月 当社マーケティング部長　

    2016年    4 月 当社不動産プラットフォーム事
業本部長兼マーケティング部長

    2016年    9 月 当社取締役就任（現任）
    2019年    11月 当社不動産プラットフォーム事

業本部長兼不動産メディア部長
2022年10月 当社 インサイドセールス 部長

（現任）　
取締役候補者とした理由
インターネットマーケティングに関する豊富な知識と経験を有しており、当社の不動産プラットフォー
ム事業責任者として企業価値の向上に貢献してきたことから、引き続き取締役候補者としております。

　

第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）３名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると
判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 35 －
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取締役選任議案

候補者番号

3 か ね

金
 

 
き

木
 

　
ひ ろ

宏
 

 
ゆ き

之（1973年７月15日生） 所有する当社の株式数………… ０株　　

再 任
　

［略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
    1998年    2 月 JPモルガン銀行　入行
    2000年    10月 プライスウォーターハウスクー

パースコンサルタント㈱　入社
    2006年    4 月 SMBC日興証券㈱　入社
    2017年    8 月 ㈱インターアクション　社外取

締役就任（現任）
    2018年    1 月 ㈱LIFULL senior　入社
    2018年    8 月 エクスコムグローバル㈱　社外

取締役就任　

    2020年    12月 当社入社　管理部長
2021年    12月 当社取締役管理本部長就任
2022年10月 当社取締役管理部長就任（現

任）

　

取締役候補者とした理由
金融機関・コンサルティング会社での豊富な業務経験及び事業会社での管理部門の指揮・統括、社外取
締役の経験を有しており、当社の経営基盤の強化及び企業価値の向上について十分な役割を果たすこと
が期待されることから、引き続き取締役候補者としております。

　（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 川合大無氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
３. 当社は役員等賠償責任保険契約を締結しており、候補者は当該保険契約の被保険者となり

ます。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告15頁をご参照ください。

－ 36 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号

1 い

井
 

 
だ

田
 

　
ひ で

英
 

 
あ き

明（1971年７月10日生） 所有する当社の株式数………… ０株　　

再 任

社 外
　

［略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
    1995年    9 月 天馬㈱　入社
    1999年    1 月 日本生命保険相互会社　入社
    2002年    10月 伊藤忠ファイナンス㈱　入社
    2003年    11月 ㈱ドリームインキュベータ　入

社　

    2009年    5 月 ㈱ぐるなび　入社
    2014年    7 月 ㈱BOOKWELL設立　代表取締

役（現任）
    2019年    11月 ㈱セラク　社外取締役

2020年12月 当社社外取締役（常勤監査等委
員）就任（現任）　

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年にわたりベンチャー企業の成長支援、資本政策などを含む経営コンサルティング業務に多く携われ
ており、当社の経営の重要な事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことが期待さ
れ、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、引き続き監査等委員である社
外取締役候補者としております。
　

候補者番号

2 な が

長
 

 
と み

富
 

　
か ず

一
 

 
の り

勲（1978年４月３日生） 所有する当社の株式数………… 420株　　

再 任

社 外
　

［略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
    2005年    12月 監査法人トーマツ（現有限責任

監査法人トーマツ）　入所
    2011年    4 月 ㈱AGSコンサルティング　入社
    2014年    7 月 長富一勲公認会計士事務所設立　

所長（現任）　

    2017年    5 月 当社社外取締役（監査等委員）
就任（現任）

    2017年    6 月 ㈱アイドママーケティングコミ
ュニケーション　社外取締役就
任（現任）　

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
公認会計士として会計・監査に関する専門的な知識を有しており、当社の経営の重要な事項の決定及び
業務執行の監督について十分な役割を果たすことが期待できるため、引き続き監査等委員である社外取
締役候補者としております。
　

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員（３名）が任期満了となりますので、監査
等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 37 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号

3 お お

大
 

 
し た

下
 

　
て つ

徹
 

 
ろ う

朗（1976年６月29日生） 所有する当社の株式数………… ０株　　

再 任

社 外
　

［略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況］
    1999年    10月 ㈱サイバーエージェント　入社
    2005年    7 月 同社　インターネット広告事業

本部統括
    2010年    10月 ㈱サイバーエージェント・キャ

ピタル　取締役就任
    2013年    11月 ㈱スペイシーズ　取締役COO就

任　

    2014年    5 月 ミイル㈱　代表取締役就任
    2016年    7 月 ㈱アイスタイル　ブランドパー

トナー本部長
    2019年    4 月 ㈱パーソル総合研究所　執行役

員
    2019年    12月 当社社外取締役（監査等委員）

就任（現任）
2021年１月 スマートニュース株式会社　入

社　
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
インターネット業界における事業責任者や経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、
当社との間で幹部社員教育に関する業務委託契約を締結していたことがあり、それらを当社の監査等に
活かしていただくことが期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としておりま
す。
　

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 井田英明氏、長富一勲氏及び大下徹朗氏は、社外取締役候補者であります。
３. 当社は、井田英明氏、長富一勲氏及び大下徹朗氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、本総会において三氏が選任された
場合には、本契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同
法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

４. 井田英明氏、長富一勲氏及び大下徹朗氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります
が、井田英明氏の在任期間は本総会終結の時をもって２年となり、長富一勲氏の在任期間は本総会終
結の時をもって５年７か月となり、大下徹朗氏の在任期間は本総会終結の時をもって３年となりま
す。

５. 当社は、井田英明氏、長富一勲氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

６. 当社は役員等賠償責任保険契約を締結しており、候補者は当該保険契約の被保険者となります。な
お、当該保険契約の内容の概要等は事業報告15頁をご参照ください。
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会計監査人選任議案

名 称 東邦監査法人
事 務 所 所 在 地 東京都千代田区神田小川町三丁目３番２号
代 表 者 代表社員　理事長　石井　克昌

職 員 数
代表社員・社員15名　公認会計士39名
その他10名　計64名

沿 革 1979年３月　東邦監査法人　設立
2018年７月　監査法人青柳会計事務所と合併

第４号議案 会計監査人選任の件
　当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満
了により退任となりますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに会計監査人の選任をお願いする
ものであります。
　監査等委員会が東邦監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の監査体制、経験、
専門性等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に検討した結果、当社の事業規模に適
した新たな視点での監査が期待できることから、適任と判断したためであります。
　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

（2022年９月30日現在）

以　上

－ 39 －



● 弊社が提供する不動産プラットフォーム事業は、『リビンマッチ』を中心とするエンドユーザーとクライアン

トをWEB上でマッチングする「マッチングサービス」とクライアントの業務効率化を推進する「不動産DX

サービス」で構成されています。

● マッチングサービスを軸に領域を拡大中、「不動産DX日本最大の巨人」を目指して事業を展開しております。

A社

B社 C社

D社 E社 F社

【マッチングサービス】 【不動産DXサービス】

①訪問

当社
クライアント
（住宅関連会社）

③送客フィー

①サービス提供

②利用料

②送客

クライアント
（住宅関連会社）

エンドユーザー
（住宅関連のニーズがある人） 当社

（マッチングシステム）

年間約18万件の
マッチング

WEBマーケティング
で集客 営業で開拓

to C

テクノロジー

データ・情報

to B

IoT

不動産情報

ローン
保証

シェア
リング

クラウド
ファン
ディング

今後の拡大余地展開領域（既存領域でも新規サービスを拡大）

VR・AR

マッチング

業務支援

物件情報・メディア 価格可視化・査定

－ 40 －
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▌マッチングサービスは、不動産売却領域を中心に不動産所有者であるエンドユーザーと企業のマッチングを行います。
　・エンドユーザーは、１回の登録で複数の住宅関連会社を比較が可能です。
　・送客数に応じた成果連動型送客フィーのため、クライアントの費用対効果が高く、導入ハードルが低いサービスです。
　・「エンドユーザー数」と「クライアント数」を増やすことが収益UPの源泉になります。

▌不動産DXサービスは、住宅関連企業の業務効率化を推進するWEBサービス（SaaS）です。
　・SMS配信システムやAIで不動産査定書を作成するシステムなどを提供しています。
　・サブスクリプション型サービスのため、クライアント数の増加により営業収益が積み上がります。

＜不動産売却領域＞
① 不動産売却
② 不動産買取
③ 任意売却

④ リースバック

＜非不動産売却領域＞
⑤ 土地活用
⑥ 賃貸管理
⑦ リノベーション

⑧ 外壁塗装

⑨ 住宅展示場

＜DX領域＞

⑩ SaaS型ステップメール配信システム

⑪ 査定書作成システム

⑫ 不動産・住宅関連業界向けオンラインマガジン

⑬ 不動産専門ビジネスツール比較サイト

不動産DXサービス

－ 41 －
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バーチャル住宅展示場のVRモデルハウス内覧を通して
「注文住宅の検討者」と「住宅会社」がマッチングするモデル

【集客方法】住宅会社が出展するVRモデルハウスというコンテンツで集客
【課金方法】出展料と従量課金の送客フィーを住宅会社から頂戴する

注文住宅の検討者 住宅会社
当社

VR ＋ マッチング

② VR内覧 ③ 送客

① モデルハウス　 出展

出展料
送客フィー④  B社

A社

C社

モデルハウス
見たい！

モデルハウス
見てほしい！

metaexpo.jp

新サービス『メタ住宅展示場』

『メタ住宅展示場』のコンセプト

『メタ住宅展示場』のビジネスモデル

日本全国の住宅会社が持つモデルハウスをデジタル画像化し
オンライン上の仮想空間に一堂に集め、

閲覧・比較できるメタ（超絶）住宅展示場

『メタ住宅展示場』の特徴

① WEB内覧なので、移動や時間の制限なく、多くの住宅購入希望者に訴求できる。

② 出展費用が安いため、大手住宅会社だけでなく、中小工務店も出展できる。

③ VRのため、展示用住宅を建築する必要がなく、実在の住宅展示場より集客コストが圧倒的に安い。

－ 42 －



株主総会会場ご案内図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

当社のホームページでは株主・投資家の皆様に対して、企業情報や財務情報をはじめとして、
様々な情報を開示しております。当社をよりご理解いただくためにも、ぜひ一度ご覧ください。

https://www.lvn.co.jp/

東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
東京証券会館９階会場

東京メトロ ｜東西線・日比谷線 ｜茅場町駅（８番出口直結）
東京メトロ ｜銀座線　　　　　 ｜日本橋駅（B10出口より徒歩６分）
都営地下鉄 ｜浅草線　　　　　 ｜日本橋駅（D２出口より徒歩４分）

交通

日本橋郵便局
東京証券取引所

みずほ銀行

東京メトロ東西線

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

都
営
浅
草
線

中
央
通
り

昭
和
通
り

東
京
メ
ト
ロ
日
比
谷
線

新
大
橋
通
り

永代通り
（茅場町）

警視庁
中央警察署 日本橋

消防署

第二証券
会館

日
本
橋
駅

日
本
橋
駅

茅場町駅

東京証券会館

８

６

７B10 D２


